
 

 

 

平成 28 年 4 月 1 日より従来の新築住宅に加えて、既存住宅で増築又は改築を行う場

合の認定制度が開始されました。 
 

●対象となる住宅 

 ○既存住宅で、構造及び設備などを長期使用構造等とするための性能向上工事を行い、

増改築の認定基準に適合させる住宅が対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●認定基準等 

 ○増改築の認定基準は、新築の認定基準とは異なります。（次ページ参照） 

 ○増改築部分だけでなく、既存部分についても認定基準に適合する必要があります。 

 ○増改築の認定申請には、建築物の劣化事象等の状況の調査の結果を明示した「状況調

査書」の添付が必要になります。 

  

既存住宅（増築・改築）の長期優良
住宅認定制度が開始されました 

耐震性 

例）筋交又は面材を設置し、耐力

壁とする工事 

屋根を瓦屋根からスレート屋

根に変更する工事 

劣化対策 

例）外壁に通気層を設けた構造

とする工事 

維持管理・更新の容易性 

例）専用配管に交換する工事 

  配管に掃除口を設ける工事 

省エネルギー性 

例）断熱材をグレートアップする工事 

  開口部の断熱性能を向上する工事 

【対象工事例】 

・劣化した部材の補修 ・故障した設備機器の補修 ・室内建具の設置、交換 

・専用部のバリアフリー改修 ・屋根、外壁の塗装 ・防水工事 等 

以下のようなリフォーム工事は性能向上工事には該当せず、認定申請の対象とはなりません。 

例： 

愛知県建築局建築指導課 



 

●増改築の認定申請に関する注意点 

・既に新築で長期優良住宅の認定を受けた住宅を増改築した場合には、新築住宅の変更認定申請

を提出してください。既存住宅（増築・改築）の認定を受けることはできません。 

 

・認定の対象となる改築は、建築基準法の取扱いと必ずしも同一でなく、耐震改修工事や断熱改

修工事等も対象になります。 

 

・増改築の認定申請書のみに必要な添付図書があります。詳しくは 

所管行政庁が定める添付図書(規則第２条第１項及び第３項) をご覧ください。 

 

性能 

項目等 
認定基準の考え方 新築住宅に係る認定基準の概要 既存住宅の増築・改築に係る認定基準の概要 
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居住環境    

住戸面積    

（※）点検口から目視等により床下空間の各部分の点検を行うことができる場合  

 

 

 

長期優良住宅認定基準 新築基準/増改築基準の比較 


